
公益財団法人ふくやま芸術文化財団公告第 １４ 号 

 

公益財団法人ふくやま芸術文化財団契約事務規程第 2 条の規定及び地方自治法施行令（昭

和 22年政令第 16号。以下「令」という。）第 167条の 5 第 1 項の規定に基づき、２０２５年度（令和

７年度）において、ふくやま美術館受付等業務委託に係る一般競争入札に参加する者に必要な資

格（以下「入札参加資格」という。）及びその資格審査に係る申請手続などについて次のとおり定め

ましたので、同条第 2 項並びに令第 167 条の 6第 1項及び公益財団法人ふくやま芸術文化財団

が準用する福山市契約規則（昭和 41 年規則第 13 号。以下「規則」という。）第 27 条の規定により

公告します。 

 

 

２０２６年（令和８年）３月 ３日 

 

公益財団法人ふくやま芸術文化財団 

理 事 長  豊田 泰久 

 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 業務名 

ふくやま美術館受付等業務委託 

⑵ 履行場所 

福山市西町二丁目４番３号 ふくやま美術館 

⑶ 履行の内容等 

ふくやま美術館の来館者に対する受付案内業務、展示室の案内業務、観覧券の販売・交

付業務、その他適切な案内を行う。 

⑷ 履行期間 

２０２６年（令和８年）４月１日から２０２７年（令和９年）３月３１日まで 

 

2 競争入札に参加する者に必要な資格 

次に掲げる条件を全て満たす者で、入札参加資格の確認において、その資格があると認められ 

たものとする。 

⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定による入札参加制限を受けていないこと。 

⑵ 福山市に納付すべき市税の滞納がないこと。 

⑶ 国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

⑷ この業務の公告の日から落札決定の日までの間、福山市の指名除外又は指名保留期間中

でないこと。 

⑸ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てを行っていないこと(更生手続開始の

決定を受けている者を除く。)。 

⑹ 「公共施設」等での総合案内業務の実績を有する者であること。 

⑺ 仕様書にある人数を配置できるものであること。 

⑻ 本店、支店又はこれに準ずるものを福山市内に有する者であること。 

⑼ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号から

第6号までの規定に該当していないこと。 

⑽ 次のいずれの場合にも該当していないこと。 

ア 代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者であると認められるとき、又は暴力団関係

者が事業の経営に実質的に関与していると認められるとき。 

イ 代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどして



いると認められるとき。 

ウ 代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営

又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して資金等を供給し、又

は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。 

エ 代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

オ 代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営

に実質的に関与していると認められ、若しくは上記エに該当することとなる法人、組合等で

あることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

 

3 入札参加資格審査の申請手続 

⑴  申請方法 

入札参加資格の審査を受けようとする者は、一般競争入札参加資格審査申請書（別紙様式

第１号）、営業経歴・業務内容調書（別紙様式第２号）、業務経歴書（別紙様式第３号）に、次

に掲げる書類（アからオまでについては、提出する日の３か月前の日以降に発行されたもの）

を添付して提出しなければならない。ただし、２０２５年度（令和７年度）及び２０２６年度（令和８

年度）福山市競争入札参加資格決定を受けている者は、福山市競争入札参加資格決定書

の写しを添付することにより、次のイからエまでの書類の添付を省略することができる。 

ア 商業登記簿謄本（写しでも可） 

イ 申請日の属する事業年度の直前の事業年度の財務諸表（法人の場合は、直前１事業年

度の「貸借対照表」、「損益計算書」及び「株主資本等変動計算書」の写し） 

ウ 市税の完納証明書（福山市に納付すべき市税の完納を証明したもの（写しでも可）。福山

市に納税義務のない者を除く。） 

エ 納税証明書（国に納付すべき消費税及び地方消費税の未納の税額がないことを証明し

たもの（写しでも可）） 

オ 印鑑証明書（原本） 

カ 資格確認結果通知書等の送付用封筒（長形３号封筒にあて先を記入の上、切手４１０円

分を貼付し、「速達」と朱書きすること。） 

⑵  申請の期間 

    ２０２６年（令和８年）３月３日（火）から３月１０日（火）までの午前９時３０分から午後５時までの

間（ただし、３月１０日は午後４時まで）、随時受け付ける。（ただし、ふくやま美術館の休館日

を除く。「休館日は毎週月曜日。月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に

最も近い休日でない日」） 

⑶ 申請書の提出先及び申請に関する問い合わせ 

福山市西町二丁目４番３号 ふくやま美術館 管理課 

℡084-932-2345 

    （郵便、信書便、FAX等による受付は行わない。） 

 

４ 入札参加資格確認の結果通知 

⑴  入札参加資格確認の結果については、２０２６年（令和８年）３月１１日（水）に書面により資

格確認結果通知書を発送する。 

なお、入札参加資格がないと認められた者には、その理由を記載する。 

⑵ 入札参加資格を有するとの決定を受けた者（以下「入札参加資格者」という。）以外は、この

入札に参加することができない。 

 

５ 入札参加資格の喪失 

⑴ 入札参加資格者が次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができない。 



ア 上記２の入札参加資格要件を満たさなくなったとき。 

イ 入札参加資格申請書類について虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。 

⑵ 理事長は、上記⑴により入札参加資格者が入札に参加できなくなったときは、当該入札参

加資格者に対して、その旨を通知するものとする。 

 

６ 提出書類等入手先 

（１）  ふくやま美術館ホームページに掲載 

(http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/fukuyama-museum/) 

⑵  質問及び回答 

入札参加希望者は、仕様書等に対する質問があるときは、別紙様式第６号により２０２６年

（令和８年）３月１０日（火）午後４時までにＦＡＸにて、その旨を記載した書面を下記９に提出す

ること。 

なお、質問に対する回答期限及び方法は、２０２６年（令和８年）３月１２日（木）までに、ふく

やま美術館ホームページに掲載する。 

(http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/fukuyama-museum/) 

 

７ 入札及び開札の日時等 

入札書の提出は、次のとおりとし、入札書の提出後直ちに開札するものとする（郵便、信書便、

ＦＡＸ等による受付は行わない。）。 

(1) 日時 

    ２０２６年（令和８年）３月１７日（火） 午前 １０時３０分 

（２）  場所 

ふくやま美術館 １階ホール （福山市西町二丁目４番３号） 

  

８ その他 

⑴ 契約手続等において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金及び契約保証金 

免除 

(3) 入札違約金 

落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消 

すとともに、落札者は落札金額の１００分の５に相当する金額を入札違約金として納める 

ものとする。 

⑷ 落札者の決定方法 

予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 

⑸ 無効入札 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア 入札参加資格のない者が入札したとき。 

イ 委任状を持参しない代理人のした入札 

ウ 記名押印を欠く入札 

エ 金額を訂正した入札 

オ 入札が取り消すことができる無能力者の意思表示であるとき。 

カ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 

キ 入札者が２以上の入札をしたとき。 

ク 他人の代理を兼ね、又は2以上を代理して入札をしたとき。 

ケ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に際して不正の行為があったとき。 

コ 必要な記載事項を確認できない入札 

サ その他特に指定した事項に違反した入札 



⑹ 予算との関係 

この入札による契約は、公益財団法人ふくやま芸術文化財団理事会にて２０２６年度本契約

に係る予算が承認された時をもって効力を生じるものとする。 

⑺ その他 

この入札に際しては、本財団が定めた「入札心得」に従うので、その内容をよく確認すること。 

 

９ 問い合せ先 

  福山市西町二丁目４番３号 

  ふくやま美術館 管理課 

  ℡084-932-2345  FAX084-932-2347 

 


